
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

那珂川町奨学金の 
返還免除制度 
が始まります 

地元に住んで、貸与額の最大 1/2が免除！ 

 U ターン 
大歓迎 

対象者 

那珂川町奨学金返還者のうち 

以下の条件を満たす人 

 

○大学、短大・専門、高専に進学し、貸与を 

受けていた人（高専は４,５年次分のみ対象） 

○奨学金返還開始から完了するまでの間に、平成

31 年 4 月 1 日以降、５年間継続して那珂川

町内に居住している人 

○町内に居住している間に就労している人 

（就労先は町内外不問） 

○奨学金の返還及び、町税等の滞納がない人 

 

 

免除額 

貸与を受けた金額の最大 1/2 

※貸与期間、奨学金返還計画によって、 

免除額は変動します。 

 

【詳しい内容については裏面をご覧ください】 

 

 

お問合せ 
那珂川町教育委員会 学校教育課学校管理係 

（役場本庁舎２Ｆ） 

TEL：0287-92-1124 

 



 

 

 


